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本論文は素質教育（人の心身の最も基本的な資質を発達させる教育）と道徳教育（児童・

生徒の品徳を育成する教育）を糸口として、義務教育（国から学齢児童・生徒に対する教

育法に基づいた教育）の実態調査を通して問題発見に至り、さらに問題検証のためのイン

タビューを行って、現在中国における義務教育の問題点を明らかにしたとともに、問題の

要因分析を行い、実証的・法的考察を踏まえて、質の高い義務教育の実現を目指すための

改善策について自分なりに試みたものである。 

近年、中国は急速な経済発展を遂げて、ますますグローバル化して、国際社会に存在感

を示しつつあるが、急激な経済成長に伴い、義務教育段階の「教育格差」、「均衡ある発展」、

「素質教育」と「道徳教育」などの課題が教育全般に関わる問題として注目されるように

なった。 

そこで、本論文は、上記のような時代背景を意識しつつ、まず、中国の教育法全体に対

する理解と体系的な構成の整理を通して、教育立法の特徴と問題点を明らかにする。次に、

義務教育法の改正の背景、理由および特徴を明らかにし、改正前後の比較を通じて新設さ

れた法律条項からその立法意義を捉え直すと同時に、法制定における新たな問題点を析出

し、検討の素材を提示しておく。さらに、学校教育の制度、現状を公式の統計データから

マクロ的に把握し、義務教育の現状とその問題点に対し自ら行った実態調査やインタビュ

ーに基づき実証的・法的考察を行う。最後に、今後質の高い義務教育の実現に向けての提

案を試みる。 

具体的には、以下のように構成されている。 

序論では、本論文の背景と目的を明らかにし、先行研究の検討を行う。 

第章1では、中国の教育法全体について概観するとともに、実定法における義務教育の
関連規定を明らかにする。中国教育法制化の歩みと教育立法体系の特徴を明らかにし、教

育立法上の課題を抽出する。その上、現行法における義務教育関連規定を日本法を交えて

概観することにより、義務教育の抱える諸課題を整理する。 

第章2では、第章1における教育法全体へのマクロ的なサーベイを踏まえ、義務教育法
の改正前後の比較検討を通じて、現代中国の義務教育の制度、基本原理の法的保障を明ら

かにする。義務教育法の改正の背景、理由、特色の視点から分析・検討し、改正および新

設された法律条項からその立法意義を捉えてみる。 

第章3では、まず、学校教育制度および義務教育を含む学校教育全体の進展概況を公式
統計の数値から鳥瞰し、中国の教育現状を小中学校の在校生、学校数、教員の数、教員と

生徒（児童、学生を含む）の比率、教育予算の状況など、できるだけ詳細に網羅しながら

マクロ的にとらえていく。そのうえ、これらのデータ分析を踏まえて、義務教育の現状問

題を指摘しておく。 

第章4では、自ら行ったアンケート調査とインタビューの結果に基づき、法制化された
素質教育と道徳教育の実施実態を解明・検証する。第節1において、カリキュラムの実施
の視点から素質教育の教育現場における実施実態をミクロ的に検証し、問題点を抽出する。

第節2において、義務教育段階における道徳教育に焦点をあてる。義務教育の重要な一環
であると同時に、種々の見解の相違がある道徳教育について、その進行状況をリアルに把

握し、問題点を浮き彫りにする。 

第章5では、これまで明らかになった義務教育の実態に基づき、中国義務教育に関する



全面的な実証的・法的考察を行う。具体的には、素質教育と道徳教育の実証的な考察を踏

まえ、教育法整備の必要性について論じる。そのうえ、中国の教育立法体系に存在する問

題点および義務教育の現状分析により明らかになった諸課題を踏まえ、教育法整備につい

ていくつかの方向性を提示する。さらに、義務教育立法の再整備と執行の確保という二つ

の角度から義務教育の改善と、今後の義務教育法制化および義務教育の質向上のための提

案を示す。 

最後に、論文全体のまとめと今後の課題について述べる。 

本論文の考察により明らかにした点は、次のように要約できる。 

（1）ここ30年、教育法の次第的な整備と法意識の提唱により、義務教育の量的普及が実
現できたものの、素質教育や道徳教育の実状に象徴されるように質の保証まで確保できて

いない。 

すなわち、「応試教育」に対する批判・反論として提起された素質教育は、13、4年も前
よりすでに指摘されたカリキュラム編成科目が多すぎることなどの古い課題が依然として

存在し、今日においても克服されていない。また、今日の義務教育の現場において、「陰陽

時間割」に象徴されるように素質教育が理念通りに実現できず変容してしまっている。同

時に、道徳教育については、次のような指摘が可能である。現行の小中学校道徳教育要綱

の教育内容の少なくとも一部分は現実社会と離反している。従来の愛国主義、抽象的な政

治教育および知識主義である道徳教育方針は、すでに道徳的な現代社会作りにそぐわない。

道徳教育は抽象的に過ぎ、知識化され、実践力が乏しく、子どもの受容性が低い。学校と

地域社会の緊密な連携・協働を生かした実践的な道徳教育の展開が不十分であり、道徳教

育に対する学校と教師の重視度が低い。 

（2）実態調査とインタビューの結果に基づき点検・検証した結果、中国では素質教育と道
徳教育が再三にわたって強調されたものの、これらの指導指針となる国の「基準」、「要綱」

自身に欠陥が存在することが明らかになった。 

（3）中国の教育立法について、タテとヨコ二つの方向から理論分析した結果、教育法制化
の遅れ、法体系の不備、立法技術の立ち遅れ、さらに法の執行力が弱いなどの問題点が浮

き彫りとなった。教育発展の推進に教育法の整備が喫緊の課題であり、法体系の整備に取

り組むことが今後中国の教育改革上必要不可欠な課題であるという結論に至った。そのう

え、「教育投入法」（教育経費投入法）をはじめ義務教育関連法の立法の加速、現行義務教

育関連法の適時改正、全国人民代表大会と常務委員会の主導的な地位の発揮と強化、法執

行を確保するためのメカニズム作り（意識アップ、「問責」の規範化、教育監督の強化）、

法律条文の適正性、厳密さへの配慮などを提言した。 

（4）中国における義務教育の抱える諸課題の根源を探ってみれば、義務教育に係る現行法
が理念通りに徹底されず形骸化されていること、また法の整備不足が非常に深刻であるこ

とが目に付く。これらの課題を徹底的に解決しない限り、素質教育および道徳教育はただ

のスローガンに帰する。今後の中国にとって、質の高い義務教育を実現させるためには、

現行制度にメスを入れて、抜本的な改革が必要である。 

中国の義務教育は教育法という大きな法環境の整備により、はじめて現状問題の順次改

善が保障され、次第に進化できると信じる。 

今後、日本をはじめ諸外国における義務教育制度にも視野を広げて、引き続きこの課題

に取り組んでいく。 








